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予算及び付託議案審査関係資料（当初関係）

平成３０年２月２３日

総 務 部

【予算関係】
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（財 政 課）

資料２ 県人会ネットワーク化推進事業について
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資料３ 行幸啓事務費について

（秘 書 課）

資料４ 広報事業について

（広報広聴課）

資料５ 全国瞬時警報システム更新整備事業について

（総合防災課）

資料６ ＩＣＴ等を活用した住民避難行動支援事業について

（総合防災課）

【議案関係】
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 資料２（当初予算関係） 

 

県人会ネットワーク化推進事業について 

 

平成３０年２月２３日 

総 務 課 

 

１ 目的 

   県と県人会、県人会相互のネットワーク化を図りながら、県外における秋田の魅

力や情報の発信などの、県人会によるふるさと秋田の応援活動の展開につながる取

組を進める。 

 

２ 事業費      １３，５６７千円 （ ○諸 １５千円、 ○一 １３，５５２千円 ） 
 
   内訳  ・報 酬 ５，２２５千円 

       ・委託料 ３，０２３千円 

       ・使用料 ２，４５１千円 

       ・旅 費 １，４４８千円 

       ・共済費   ８４９千円 

       ・役務費   ３２１千円 

       ・需用費   ２５０千円 
 

３ 事業内容 

  （１）県と県人会の協働・連携による取組の実施 

   ① イベントなどを通じた県人会との連携 

     ・全国ふるさと県人会まつり（名古屋市）など、地域イベントにおける秋

田の魅力発信 

   ② 県と県人会の双方向による秋田関連情報の収集・発信 

         ・県から、移住・定住セミナー情報やＡターン情報を提供 

     ・県人会から、県にゆかりのある方々の様々な活動やイベント情報を提供 

      ③ 「あきた情報プラザ」を拠点とした北海道地区における県人会の連携促進

及び秋田の情報発信 
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  （２）秋田の応援の輪の拡大   

① 県人会ホームページ「あきたじん」の運営 

  ・県及び県人会による様々な情報発信 

・県人会への入会申込み受付 

② スポーツの応援を通じた秋田ファンの獲得 

     ・県外で試合を行う本県のプロスポーツチームの応援を通じた新たな秋田

ファンの獲得 

③ 県人会等交流推進員の配置 

  ・秋田、東京、名古屋、大阪及び福岡に「県人会等交流推進員」を配置し、

全国各地の県人会情報の収集や、ホームページ、フェイスブックによる

情報発信などを実施 

 

 

【参考】 

 県人会に係る主な数値データ（平成３０年１月末現在） 

 

１ 団体数：２４０ 

  

２ 会員数：１０２，９０２人 

  

３ 県人会ホームページ「あきたじん」アクセス数： 

１６，３９４件（平成２９年度） 

  

４ フェイスブック「全国あきた県人会」アクセス数： 

１１０，４５６件（平成２９年度） 

 

 ５ 「あきたじん」からの入会者数（人） 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 累計 

４５ １０８ ７８ ２３１ 

    ※平成２７年１０月ホームページ開設 

 

 ６ 「あきたじん」からの入会者の平均年齢：４４．９歳 

 

 

 



資料３（当初予算関係）

行幸啓事務費について

平成３０年２月２３日

秘 書 課

１ 目的

平成３１年秋季に開催する「第３９回全国豊かな海づくり大会・あきた大会」に、

皇室の御来県を予定しており、式典への御臨席や御視察が円滑に実施されるよう必要

な準備を行う。

２ 大会の概要

水産資源の保護・管理と海や湖沼・河川の環境保全の大切さを広く国民に訴えると

ともに、つくり育てる漁業の推進を通じて、漁業の振興と発展を図る。

（１）時 期 平成３１年秋季

（２）主 催 豊かな海づくり大会推進委員会・秋田県

（３）後 援 農林水産省・環境省

（４）会 長 衆議院議長

（５）会場地 秋田市

（６）行 事 ○式典行事（水産団体等表彰、海づくりメッセージ等）

○海上歓迎・放流行事（漁船パレード、稚魚放流等）

○歓迎レセプション

○イベント等関連行事

３ 事業費 ４，８０８千円 （ ○一 ４，８０８千円 ）

（１）旅 費 平成３０年度開催県調査、宮内庁協議等 ２，９９０千円

（２）需用費 消耗品、コピー代 １，４２４千円

（３）役務費 通信運搬費 ２２８千円

（４）委託料 版下図面データ作成 １３０千円

（５）使用料 高速道路料金 ３６千円



資料４（当初予算関係）

広報事業について

平成３０年２月２３日

広 報 広 聴 課

１ 事業の目的

迅速かつ正確な県政情報の発信により、県政への理解と信頼を深めるととも

に、県政への参画意欲を向上させ、県民との協働による「元気」の創出を図る。

２ 事業費 ９６，０７１千円（○諸 ４，３１５千円、○一 ９１，７５６千円）

【内訳】

・委託料 ６２，５８１千円

・役務費 ３３，２９５千円

・旅 費 １７５千円

・報償費 ２０千円

３ 事業内容

（１）全戸配布広報紙 ５３，３０４千円

県広報の主力媒体と位置付け、県政特集を中心に、県民生活に密着

した情報も併せて発信する。

【うち当初予算追加分：秋田市内配布経費等 ５，３８９千円】

（２）新聞広報 １４，８７９千円

施策や事業を掘り下げた特集記事や県からのお知らせを地元紙で発

信する。

（３）テレビ広報 ２５，８９０千円

施策や事業の紹介、県民が元気になるような情報を、映像や音声、

字幕や手話により分かりやすく発信する。

【うち当初予算追加分：事務費 １３２千円】

（４）ラジオ広報 １，９９８千円

お出かけ情報等の耳寄りな情報を、パーソナリティとの掛け合いで

親しみやすく発信する。

【全額当初予算追加分：委託費 １，９９８千円】
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資料５（当初予算関係）

全国瞬時警報システム更新整備事業について

平成３０年２月２３日

総 合 防 災 課

１ 目 的

全国瞬時警報システム（Ｊアラート）による情報伝達機会の増加等に伴い、現

行受信機器の負荷が増大していることから、全国一斉にシステム構成機器の更新

を行い、より迅速・確実な情報伝達体制を構築する。

２ 事業費 ２，７２７千円 （ ○債 ２，０００千円、○一 ７２７千円 ）

（内訳：委託料 ２，７２７千円）

※ 県債は、緊急防災・減災事業債を活用予定

３ 事業内容及び実施効果について

（１）事業内容

平成１９年度に導入したＪアラートを構成する機器（受信機、操作端末用

ＰＣ等）を一括更新する。

【整備費の内訳】

・機器費（受信機、操作端末用ＰＣ、ルータ等） ２，１６０千円

・労務費（機器取付・調整工事費等） ５６７千円

（２）更新による効果

・処理速度が速くなり、住民への迅速な情報伝達が可能となる。

・特別警報名を付与した音声を再生するなど、音声出力機能が充実する。
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【参考】全国瞬時警報システム（Ｊアラート）について

弾道ミサイル情報、津波警報、緊急地震速報等、対処に時間的余裕のない事態に関

する情報を、人工衛星及び地上回線を用いて国（内閣官房・気象庁から消防庁を経由）

から送信し、市町村防災行政無線等を自動起動することにより、国から住民まで緊急

情報を即時に伝達するシステム。

県内市町村の整備状況については、平成２３年１０月までに全ての市町村において

整備が完了している。
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資料６（当初予算関係）

ＩＣＴ等を活用した住民避難行動支援事業について

平成３０年２月２３日

総 合 防 災 課

１ 目 的

地域住民に対する災害知識の定着や災害時の自主的で迅速な避難行動を促進す

るため、市町村が実施するＩＣＴ等を活用した災害シミュレーション映像等の導

入を支援する。

２ 事 業 費 １０，０００千円 （ １０，０００千円）

（内訳：補助金 １０，０００千円）

３ 事業内容

津波による浸水や水害等の災害が発生した際の避難行動を具体的にイメー

ジすることができる、シミュレーション映像等の導入に要する経費に対して

補助する。

（１）補助対象 市町村

（２）補助対象経費

津波浸水想定、火山ハザードマップ、水害ハザードマップ等、自治体が

設定する災害想定に基づく避難シミュレーション映像、アニメーション動

画、避難誘導アプリケーション等の導入に要する経費

（３）補 助 率 １／２

（４）限 度 額 １市町村当たり１０，０００千円

（５）事業年度 平成３０～３２年度

４ 平成３０年度補助対象事業

（１）実施予定市町村 秋田市

（２）事業内容

津波シミュレーションシステム導入事業

・津波発生時の迅速かつ的確な避難行動を疑似体験を通じて理解することが

できるシミュレーションシステムの導入を予定

・事業費 ２９，６８６千円
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（参考１：他県における取組事例）

【 神奈川県鎌倉市 】 【 青森県鰺ヶ沢町 】

（参考２：市町村における平成３１年度以降の導入検討状況について）

・鹿角市、潟上市、八峰町、井川町の４市町で導入を検討
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資料７（当初議案関係）

「秋田県標準事務関係手数料徴収条例の一部を改正する条例案」

について（議案第６５号）

平成３０年２月２３日

財 政 課

１ 改正理由

地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令（平成３０年

政令第１０号）の施行により、２以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特

例の認定の申請等に係る手数料の徴収に関する規定を整備するとともに、危険物

取扱者免状の交付の申請等に係る手数料の額を改定する必要がある。

２ 改正内容

消防法関係手数料（第８条関係）

危険物取扱者免状の交付の申請等に係る手数料の額を次のとおり引き上げる

こととする。

（１件につき）

区 分 改 正 前 改 正 後

危険物取扱者免状の交付の申請 ２，８００円 ２，９００円

危険物取扱者免状の再交付の申請 １，８００円 １，９００円

危険物取扱者試験の受験の出願

甲種危険物取扱者試験 ５，０００円 ６，５００円

乙種危険物取扱者試験 ３，４００円 ４，５００円

丙種危険物取扱者試験 ２，７００円 ３，６００円

消防設備士免状の交付の申請 ２，８００円 ２，９００円

消防設備士免状の再交付の申請 １，８００円 １，９００円

消防設備士試験の受験の出願

甲種消防設備士試験 ５，０００円 ５，７００円

乙種消防設備士試験 ３，４００円 ３，８００円

⑵ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係手数料（第９条関係）

２以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定の申請をする者か

ら１件につき１４７，０００円、同特例の認定に係る事項の変更の認定の申請

をする者から１件につき１３４，０００円の手数料を徴収することとする。

⑶ 使用済自動車の再資源化等に関する法律関係手数料（第１０条関係）

破砕業の事業の範囲の変更の許可の申請に係る手数料の額を６７，０００円

（現行７５，０００円）に引き下げることとする。
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⑷ 高圧ガス保安法関係手数料（第１８条関係）

容器検査又は容器再検査の申請のうち次の容器に係るものの手数料の額を次

のとおり引き下げることとする。

（１個につき）

区 分 改 正 前 改 正 後

①繊維強化プラスチック複合容器又は圧 １８０円 １６０円

縮天然ガス自動車燃料装置用容器（温度

零下５０度以下の液化ガスを充塡するた

めの容器を除く。）

②高強度鋼容器（①を除く。）

内容積３０リットル以上の容器 ２２０円に１０ ２１０円に１０

リットル又は１ リットル又は１

０リットルに満 ０リットルに満

たない端数を増 たない端数を増

すごとに４円を すごとに３円を

加えた金額 加えた金額

内容積５リットル以上３０リットル未 ２２０円 ２１０円

満の容器

③その他の容器のうち内容積１リットル ９０円 ８０円

未満の容器

⑸ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手数料

（第１９条関係）

充塡設備の所在地、構造、設備又は装置の変更の許可の申請に係る手数料の

額を１７，０００円（現行１９，０００円）に変更に係る充塡設備の数を乗じ

て得た金額に引き下げることとする。

⑹ 砂利採取法関係手数料（第２３条関係）

砂利の採取計画の認可（河川管理者として行うものに限る。）の申請に係る

手数料を３３，９００円（現行３７，７００円）に、同計画の変更認可（河川

管理者として行うものに限る。）の申請に係る手数料を１５，０００円（現行

１７，０００円）に、それぞれ引き下げることとする。

⑺ 建築士法関係手数料（第２４条関係）

２級建築士試験又は木造建築士試験の受験の出願に係る手数料の額を

１７，７００円（現行１６，９００円）に引き上げることとする。

３ 施行期日

この条例は、２⑵から⑺までは平成３０年４月１日から、２ は同年５月１日

から施行することとする。
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い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
申
請
又
は
出
願
を
す
る
者
か
ら
、
一
件
に
つ

き
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
の
手
数
料
を
徴
収
す
る
。

き
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
の
手
数
料
を
徴
収
す
る
。

一

法
第
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定

二
千
九
百
円

一

法
第
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定

二
千
八
百
円

に
基
づ
く
危
険
物
取
扱
者
免
状
の
交

に
基
づ
く
危
険
物
取
扱
者
免
状
の
交

付
の
申
請

付
の
申
請

二

略

二

略

三

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
第

千
九
百
円

三

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
第

千
八
百
円

三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く

三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く

危
険
物
取
扱
者
免
状
の
再
交
付
の
申

危
険
物
取
扱
者
免
状
の
再
交
付
の
申

請

請

四

法
第
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定

イ

甲
種
危
険
物
取
扱
者
試
験

四

法
第
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定

イ

甲
種
危
険
物
取
扱
者
試
験

に
基
づ
く
危
険
物
取
扱
者
試
験
の
受

六
千
五
百
円

に
基
づ
く
危
険
物
取
扱
者
試
験
の
受

五
千
円

験
の
出
願

ロ

乙
種
危
険
物
取
扱
者
試
験

験
の
出
願

ロ

乙
種
危
険
物
取
扱
者
試
験

四
千
五
百
円

三
千
四
百
円

ハ

丙
種
危
険
物
取
扱
者
試
験

ハ

丙
種
危
険
物
取
扱
者
試
験

三
千
六
百
円

二
千
七
百
円

五

略

五

略

六

法
第
十
七
条
の
七
第
一
項
の
規
定

二
千
九
百
円

六

法
第
十
七
条
の
七
第
一
項
の
規
定

二
千
八
百
円

に
基
づ
く
消
防
設
備
士
免
状
の
交
付

に
基
づ
く
消
防
設
備
士
免
状
の
交
付

の
申
請

の
申
請

七

略

七

略
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八

令
第
三
十
六
条
の
六
第
一
項
の
規

千
九
百
円

八

令
第
三
十
六
条
の
六
第
一
項
の
規

千
八
百
円

定
に
基
づ
く
消
防
設
備
士
免
状
の
再

定
に
基
づ
く
消
防
設
備
士
免
状
の
再

交
付
の
申
請

交
付
の
申
請

九

法
第
十
七
条
の
八
第
三
項
の
規
定

イ

甲
種
消
防
設
備
士
試
験

九

法
第
十
七
条
の
八
第
三
項
の
規
定

イ

甲
種
消
防
設
備
士
試
験

に
基
づ
く
消
防
設
備
士
試
験
の
受
験

五
千
七
百
円

に
基
づ
く
消
防
設
備
士
試
験
の
受
験

五
千
円

の
出
願

ロ

乙
種
消
防
設
備
士
試
験

の
出
願

ロ

乙
種
消
防
設
備
士
試
験

三
千
八
百
円

三
千
四
百
円

十

略

十

略

２
～
４

略

２
～
４

略

（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
）

（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
）

第
九
条

県
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年

第
九
条

県
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年

法
律
第
百
三
十
七
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ

法
律
第
百
三
十
七
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ

く
事
務
に
つ
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
申
請
を
す
る
者
か
ら
、
一
件
に
つ
き

く
事
務
に
つ
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
申
請
を
す
る
者
か
ら
、
一
件
に
つ
き

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
の
手
数
料
を
徴
収
す
る
。

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
の
手
数
料
を
徴
収
す
る
。

一

法
第
十
二
条
の
七
第
一
項
の
規
定

十
四
万
七
千
円

に
基
づ
く
二
以
上
の
事
業
者
に
よ
る

産
業
廃
棄
物
の
処
理
に
係
る
特
例
の

認
定
の
申
請

二

法
第
十
二
条
の
七
第
七
項
の
規
定

十
三
万
四
千
円

に
基
づ
く
二
以
上
の
事
業
者
に
よ
る

産
業
廃
棄
物
の
処
理
に
係
る
特
例
の

認
定
に
係
る
事
項
の
変
更
の
認
定
の

申
請

三
～
十
六

略

一
～
十
四

略

（
使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
）

（
使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
）

第
十
条

県
は
、
使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四

第
十
条

県
は
、
使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四

年
法
律
第
八
十
七
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ

年
法
律
第
八
十
七
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ

く
事
務
に
つ
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
申
請
を
す
る
者
か
ら
、
一
件
に
つ
き

く
事
務
に
つ
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
申
請
を
す
る
者
か
ら
、
一
件
に
つ
き
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そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
の
手
数
料
を
徴
収
す
る
。

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
の
手
数
料
を
徴
収
す
る
。

一
～
四

略

一
～
四

略

五

法
第
七
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基

六
万
七
千
円

五

法
第
七
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基

七
万
五
千
円

づ
く
破
砕
業
の
事
業
の
範
囲
の
変
更

づ
く
破
砕
業
の
事
業
の
範
囲
の
変
更

の
許
可
の
申
請

の
許
可
の
申
請

（
高
圧
ガ
ス
保
安
法
関
係
手
数
料
）

（
高
圧
ガ
ス
保
安
法
関
係
手
数
料
）

第
十
八
条

県
は
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
。

第
十
八
条

県
は
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
及
び
高
圧
ガ
ス
保
安
法
施
行
令

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
及
び
高
圧
ガ
ス
保
安
法
施
行
令

（
平
成
九
年
政
令
第
二
十
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
令
」
と
い
う
。
）

（
平
成
九
年
政
令
第
二
十
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
令
」
と
い
う
。
）

に
基
づ
く
事
務
に
つ
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
申
請
又
は
出
願
を
す
る
者
か

に
基
づ
く
事
務
に
つ
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
申
請
又
は
出
願
を
す
る
者
か

ら
、
一
件
又
は
一
個
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
の
手
数
料
を

ら
、
一
件
又
は
一
個
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
の
手
数
料
を

徴
収
す
る
。

徴
収
す
る
。

一
～
十
六

略

一
～
十
六

略

十
七

令
第
十
八
条
第
二
項
第
三
号
の

イ

温
度
零
下
五
十
度
以
下
の
液

十
七

令
第
十
八
条
第
二
項
第
三
号
の

イ

温
度
零
下
五
十
度
以
下
の
液

規
定
に
基
づ
く
法
第
四
十
四
条
第
一

化
ガ
ス
を
充
塡
す
る

た
め
の

規
定
に
基
づ
く
法
第
四
十
四
条
第
一

化
ガ
ス
を
充
て
ん
す
る
た
め
の

項
に
規
定
す
る
容
器
検
査
又
は
令
第

容
器
に
係
る
容
器
検
査
又
は
容

項
に
規
定
す
る
容
器
検
査
又
は
令
第

容
器
に
係
る
容
器
検
査
又
は
容

十
八
条
第
二
項
第
四
号
の
規
定
に
基

器
再
検
査

次
に
掲
げ
る
容
器

十
八
条
第
二
項
第
四
号
の
規
定
に
基

器
再
検
査

次
に
掲
げ
る
容
器

づ
く
法
第
四
十
九
条
第
一
項
に
規
定

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次

づ
く
法
第
四
十
九
条
第
一
項
に
規
定

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次

す
る
容
器
再
検
査
の
申
請

に
定
め
る
金
額

す
る
容
器
再
検
査
の
申
請

に
定
め
る
金
額

⑴
～
⑶

略

⑴
～
⑶

略

ロ

繊
維
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
複

ロ

繊
維
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
複

合
容
器
又
は
圧
縮
天
然
ガ
ス
自

合
容
器
又
は
圧
縮
天
然
ガ
ス
自

動
車
燃
料
装
置
用
容
器
（
イ
に

動
車
燃
料
装
置
用
容
器
（
イ
に

規
定
す
る
容
器
を
除
く
。
）
に

規
定
す
る
容
器
を
除
く
。
）
に

係
る
容
器
検
査
又
は
容
器
再
検

係
る
容
器
検
査
又
は
容
器
再
検

査

次
に
掲
げ
る
容
器
の
区
分

査

次
に
掲
げ
る
容
器
の
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め

る
金
額

る
金
額

⑴
～
⑶

略

⑴
～
⑶

略
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⑷

内
容
積
一
リ
ッ
ト
ル
以
上

⑷

内
容
積
一
リ
ッ
ト
ル
以
上

五
リ
ッ
ト
ル
未
満
の
容
器

五
リ
ッ
ト
ル
未
満
の
容
器

一
個
に
つ
き
百
六
十
円

一
個
に
つ
き
百
八
十
円

⑸

略

⑸

略

ハ

高
強
度
鋼
容
器
（
イ
又
は
ロ

ハ

高
強
度
鋼
容
器
（
イ
又
は
ロ

に
規
定
す
る
容
器
を
除
く
。
）

に
規
定
す
る
容
器
を
除
く
。
）

に
係
る
容
器
検
査
又
は
容
器
再

に
係
る
容
器
検
査
又
は
容
器
再

検
査

次
に
掲
げ
る
容
器
の
区

検
査

次
に
掲
げ
る
容
器
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

め
る
金
額

め
る
金
額

⑴

内
容
積
三
十
リ
ッ
ト
ル
以

⑴

内
容
積
三
十
リ
ッ
ト
ル
以

上
の
容
器

上
の
容
器

一
個
に
つ
き
二
百
十
円

一
個
に
つ
き
二
百
二
十
円

に
十
リ
ッ
ト
ル
又
は
十
リ
ッ

に
十
リ
ッ
ト
ル
又
は
十
リ
ッ

ト
ル
に
満
た
な
い
端
数
を
増

ト
ル
に
満
た
な
い
端
数
を
増

す
ご
と
に
三
円
を
加
え
た
金

す
ご
と
に
四
円
を
加
え
た
金

額

額

⑵

内
容
積
五
リ
ッ
ト
ル
以
上

⑵

内
容
積
五
リ
ッ
ト
ル
以
上

三
十
リ
ッ
ト
ル
未
満
の
容
器

三
十
リ
ッ
ト
ル
未
満
の
容
器

一
個
に
つ
き
二
百
十
円

一
個
に
つ
き
二
百
二
十

円

⑶
・
⑷

略

⑶
・
⑷

略

ニ

そ
の
他
の
容
器
に
係
る
容
器

ニ

そ
の
他
の
容
器
に
係
る
容
器

検
査
又
は
容
器
再
検
査

次
に

検
査
又
は
容
器
再
検
査

次
に

掲
げ
る
容
器
の
区
分
に
応
じ
、

掲
げ
る
容
器
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
金
額

そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
金
額

⑴
～
⑹

略

⑴
～
⑹

略

⑺

内
容
積
一
リ
ッ
ト
ル
未
満

⑺

内
容
積
一
リ
ッ
ト
ル
未
満

の
容
器

の
容
器

一
個
に
つ
き
八
十
円

一
個
に
つ
き
九
十
円
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十
八
・
十
九

略

十
八
・
十
九

略

二
十

令
第
十
八
条
第
二
項
第
三
号
の

千
四
百
円

二
十

令
第
十
八
条
第
二
項
第
三
号
の

千
四
百
円

規
定
に
基
づ
く
法
第
五
十
四
条
第
二

規
定
に
基
づ
く
法
第
五
十
四
条
第
二

項
に
規
定
す
る
容
器
に
充
塡
す
る

項
に
規
定
す
る
容
器
に
充
て
ん
す
る

高
圧
ガ
ス
の
種
類
又
は
圧
力
の
変
更

高
圧
ガ
ス
の
種
類
又
は
圧
力
の
変
更

に
係
る
刻
印
等
の
申
請

に
係
る
刻
印
等
の
申
請

２
・
３

略

２
・
３

略

（
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
関
係

（
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
関
係

手
数
料
）

手
数
料
）

第
十
九
条

県
は
、
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関

第
十
九
条

県
は
、
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関

す
る
法
律
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
事
務
に

す
る
法
律
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
事
務
に

つ
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
申
請
、
請
求
又
は
出
願
を
す
る
者
か
ら
、
一
件

つ
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
申
請
、
請
求
又
は
出
願
を
す
る
者
か
ら
、
一
件

、
一
通
又
は
一
回
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
の
手
数
料
を
徴

、
一
通
又
は
一
回
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
の
手
数
料
を
徴

収
す
る
。

収
す
る
。

一
～
十
一

略

一
～
十
一

略

十
二

法
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
の

二
万
八
千
円
に
充
塡
設
備

の
数

十
二

法
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
の

二
万
八
千
円
に
充
て
ん
設
備
の
数

規
定
に
基
づ
く
充
塡
設
備

に
よ
る

を
乗
じ
て
得
た
金
額

規
定
に
基
づ
く
充
て
ん
設
備
に
よ
る

を
乗
じ
て
得
た
金
額

液
化
石
油
ガ
ス
の
充
て
ん
の
許
可
の

液
化
石
油
ガ
ス
の
充
て
ん
の
許
可
の

申
請

申
請

十
三

法
第
三
十
七
条
の
四
第
三
項
に

一
万
七
千
円
に
変
更
に
係
る
充
塡

十
三

法
第
三
十
七
条
の
四
第
三
項
に

一
万
九
千
円
に
変
更
に
係
る
充
て

お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
七
条
の

設
備

の
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額

お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
七
条
の

ん
設
備
の
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額

二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
充
塡
設

二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
充
て
ん

備

の
所
在
地
、
構
造
、
設
備
又
は

設
備
の
所
在
地
、
構
造
、
設
備
又
は

装
置
の
変
更
の
許
可
の
申
請

装
置
の
変
更
の
許
可
の
申
請

十
四

法
第
三
十
七
条
の
四
第
四
項
に

三
万
六
千
円
に
充
塡
設
備

の
数

十
四

法
第
三
十
七
条
の
四
第
四
項
に

三
万
六
千
円
に
充
て
ん
設
備
の
数

お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
七
条
の

を
乗
じ
て
得
た
金
額

お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
七
条
の

を
乗
じ
て
得
た
金
額

三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
法
第
三

三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
法
第
三

十
七
条
の
四
第
一
項
の
許
可
に
係
る

十
七
条
の
四
第
一
項
の
許
可
に
係
る

充
塡
設
備

の
完
成
検
査
の
申
請

充
て
ん
設
備
の
完
成
検
査
の
申
請
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十
五

法
第
三
十
七
条
の
四
第
四
項
に

二
万
七
千
円
に
変
更
に
係
る
充
塡

十
五

法
第
三
十
七
条
の
四
第
四
項
に

二
万
七
千
円
に
変
更
に
係
る
充
て

お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
七
条
の

設
備

の
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額

お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
七
条
の

ん
設
備
の
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額

三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
法
第
三

三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
法
第
三

十
七
条
の
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用

十
七
条
の
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
の

す
る
法
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
の

許
可
に
係
る
充
塡
設
備

の
完
成
検

許
可
に
係
る
充
て
ん
設
備
の
完
成
検

査
の
申
請

査
の
申
請

十
六

法
第
三
十
七
条
の
六
第
一
項
の

二
万
七
千
円
に
検
査
に
係
る
充
塡

十
六

法
第
三
十
七
条
の
六
第
一
項
の

二
万
七
千
円
に
検
査
に
係
る
充
て

規
定
に
基
づ
く
充
塡
設
備

の
保
安

設
備

の
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額

規
定
に
基
づ
く
充
て
ん
設
備
の
保
安

ん
設
備
の
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額

検
査
の
申
請

検
査
の
申
請

十
七
～
二
十

略

十
七
～
二
十

略

２
・
３

略

２
・
３

略

（
砂
利
採
取
法
関
係
手
数
料
）

（
砂
利
採
取
法
関
係
手
数
料
）

第
二
十
三
条

県
は
、
砂
利
採
取
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
七
十
四
号
。
以

第
二
十
三
条

県
は
、
砂
利
採
取
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
七
十
四
号
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
事
務
（
河
川
管
理
者
と

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
事
務
（
河
川
管
理
者
と

し
て
行
う
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
申
請
を
す
る
者

し
て
行
う
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
申
請
を
す
る
者

か
ら
、
一
件
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
の
手
数
料
を
徴
収
す

か
ら
、
一
件
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
の
手
数
料
を
徴
収
す

る
。

る
。

一

法
第
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
く
砂

三
万
三
千
九
百
円

一

法
第
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
く
砂

三
万
七
千
七
百
円

利
の
採
取
計
画
の
認
可
の
申
請

利
の
採
取
計
画
の
認
可
の
申
請

二

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基

一
万
五
千
円

二

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基

一
万
七
千
円

づ
く
砂
利
の
採
取
計
画
の
変
更
の
認

づ
く
砂
利
の
採
取
計
画
の
変
更
の
認

可
の
申
請

可
の
申
請

（
建
築
士
法
関
係
手
数
料
）

（
建
築
士
法
関
係
手
数
料
）

第
二
十
四
条

県
は
、
建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
。
以
下

第
二
十
四
条

県
は
、
建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
事
務
に
つ
い
て
次
の
各
号

こ
の
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
事
務
に
つ
い
て
次
の
各
号

に
掲
げ
る
申
請
又
は
出
願
を
す
る
者
か
ら
、
一
件
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

に
掲
げ
る
申
請
又
は
出
願
を
す
る
者
か
ら
、
一
件
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

号
に
定
め
る
額
の
手
数
料
を
徴
収
す
る
。

号
に
定
め
る
額
の
手
数
料
を
徴
収
す
る
。
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一

略

一

略

二

法
第
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
二
級
建
築
士
試
験
又
は
木
造
建
築
士
試

二

法
第
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
二
級
建
築
士
試
験
又
は
木
造
建
築
士
試

験
の
受
験
の
出
願

一
万
七
千
七
百
円

験
の
受
験
の
出
願

一
万
六
千
九
百
円

２
～
４

略

２
～
４

略
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資料８（当初議案関係）

「秋田県県税条例の一部を改正する条例案」等について

（議案第６６号・議案第６７号・議案第６８号）

平成３０年２月２３日

税 務 課

第１ 「秋田県県税条例の一部を改正する条例案」について（議案第６６号）

１ 改正理由

地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律（平成２９年法律第２号）

による地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の一部改正により、知事が県税の賦課

徴収に関して総合県税事務所長に委任する事項を改める等の必要がある。

２ 改正内容

総合県税事務所長に対する知事の権限の委任（第５条関係）

犯則事件の調査及び処分について、知事が行う事項及び総合県税事務所長に委任

する事項に関する規定を整備することとする。

なお、現行の所管事項に変更はない。

［犯則事件の所管の見直しの概要］

犯則事件・・・租税に関する法律に関する違反のうち、懲役、罰金等の刑罰が適用

されるべき事件

【現行】

国税 県税

国税犯則取締法
地方税法において国
税犯則取締法を準用

重要な犯則事件 国税局長 知事

その他の犯則事件 税務署長 総合県税事務所長

【改正後】

国税

国税通則法 地方税法 県税条例

重要な犯則事件 国税局長 知事

その他の犯則事件 税務署長 総合県税事務所長

※　条例により知事の権限を委任することができる。

県税

※　知事

区分

根拠法令

所管

区分

根拠法令

所管

・国税犯則取締法の廃止

・犯則事件に関する事項は、国税は国税通則法、地方税は地方税法に規定
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法人の県民税均等割の減免（第４７条関係）

① 認可地縁団体に対する均等割の減免について、直前の期間に減免を受けている

認可地縁団体が引き続き減免の要件を満たすと認められるときは、減免申請書の

提出があったものとみなすこととする。

［改正前］毎年度、減免申請書の提出が必要

［改正後］減免を受けている認可地縁団体が引き続き減免を受けるときは、減免

申請書の提出が不要

② 均等割の減免について、減免申請書の提出期限を納期限まで（現行：納期限前

７日まで）とする。

その他所要の規定の整理を行うこととする。

３ 施行期日

この条例は、２ については平成３０年４月１日から、２ 及び については公布

の日から施行することとする。
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第２ 「秋田県産業廃棄物税条例の一部を改正する条例案」について（議案第６７号）

１ 改正理由

地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律（平成２９年法律第２号）

による地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の一部改正及び地方税法施行令の一部

を改正する政令（平成２９年政令第２３９号）の施行により、産業廃棄物税を犯則事

件の調査手続の対象とする必要がある。

２ 改正内容

現行犯事件における裁判所の許可状を要しない臨検、捜索等を行うことができる

間接地方税として産業廃棄物税を指定することとする。（第１６条関係）

夜間における調査及び処分の制限を緩和される地方税として産業廃棄物税を指定

することとする。（第１６条関係）

［犯則事件の対象等の見直しの概要］

３ 施行期日

この条例は、平成３０年４月１日から施行することとする。

間接地方税・・・納税義務者と実際の納入者が異なる地方税のうち、法令に定める

もの（軽油引取税等）及び条例で指定する法定外税。犯則事件の

調査・処分において、一部例外的な取扱いが認められる。

【現行】

【改正後】

対象

法定外税等

法定外税等以外

対象外

間接国税に準じる税

軽油引取税等

対象

間接地方税

軽油引取税等及び条例で指定した法定外税

法定外税を含む全ての地方税

・犯則事件の調査及び処分の対象が全ての地方税に拡大

・間接地方税として法定外税を指定することが可能
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第３ 「特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例案」

について（議案第６８号）

１ 改正理由

県民税の課税免除を引き続き受けようとする特定非営利活動法人の負担の軽減を図

るため、所要の規定の整備を行う必要がある。

２ 改正内容

法人県民税の均等割の課税免除について、収益事業を行っていないことを理由とし

て直前の期間に課税免除を受けている特定非営利活動法人が引き続き課税免除の要件

を満たすと認められるときは、課税免除申請書の提出があったものとみなすこととす

る。（第５条関係）

［改正前］毎年度、課税免除申請書の提出が必要

［改正後］課税免除を受けている特定非営利活動法人が引き続き課税免除を受ける

ときは、課税免除申請書の提出が不要

３ 施行期日

この条例は、公布の日から施行することとする。
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秋
田
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
（
議
案
第
六
十
六
号
）
新
旧
対
照
表

新

旧

（
総
合
県
税
事
務
所
長
に
対
す
る
知
事
の
権
限
の
委
任
）

（
総
合
県
税
事
務
所
長
に
対
す
る
知
事
の
権
限
の
委
任
）

第
五
条

知
事
は
、
県
税
の
賦
課
徴
収
に
関
す
る
事
項
を
総
合
県
税
事
務
所
長

第
五
条

知
事
は
、
県
税
の
賦
課
徴
収
に
関
す
る
事
項
を
総
合
県
税
事
務
所
長

に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

い
。

一

略

一

略

二

重
要
な
犯
則
事
件
の
調
査
及
び
処
分
に
関
す
る
事
項

三

略

二

略

２

略

２

略

（
法
人
の
均
等
割
の
減
免
）

（
法
人
の
均
等
割
の
減
免
）

第
四
十
七
条

略

第
四
十
七
条

略

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
均
等
割
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
納
期
限

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
均
等
割
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
納
期
限

ま
で
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
減
免
を
受
け
よ
う

前
七
日
ま
で
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
減
免
を
受
け
よ
う

と
す
る
理
由
を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
し
て
総
合
県
税
事
務
所
長
に
提
出
し

と
す
る
理
由
を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
し
て
総
合
県
税
事
務
所
長
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

略

一
～
三

略

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
均
等
割
の
減
免
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
理
由
が
消

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
均
等
割
の
減
免
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
理
由
が
消

滅
し
た
場
合
に
は

、
直
ち
に
そ
の
旨
を
総
合
県
税
事
務
所
長
に
申
告

滅
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
総
合
県
税
事
務
所
長
に
申
告

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
四
号
の
期
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
期
間

」
と
い
う
。
）
の
直
前
の
期
間
に
係
る
均
等
割
に
つ
い
て
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
均
等
割
の
減
免
を
受
け
て
い
た
者
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
限
る

。
）
に
つ
い
て
、
期
間
中
に
お
い
て
同
項
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
と

総
合
県
税
事
務
所
長
が
認
め
る
と
き
は
、
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

同
項
に
規
定
す
る
申
請
書
の
提
出
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

５

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
人
の
均
等
割
の
減
免
に
関
し
必
要
な

事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。
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秋
田
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
（
議
案
第
六
十
七
号
）
新
旧
対
照
表

新

旧

（
犯
則
事
件
の
調
査
及
び
処
分
）

第
十
六
条

産
業
廃
棄
物
税
は
、
地
方
税
法
施
行
令
第
六
条
の
二
十
二
の
四
第

六
号
に
規
定
す
る
法
定
外
目
的
税
で
あ
っ
て
、
条
例
で
指
定
す
る
も
の
と
す

る
。

２

産
業
廃
棄
物
税
は
、
地
方
税
法
施
行
令
第
六
条
の
二
十
二
の
九
第
四
号
に

規
定
す
る
法
定
外
目
的
税
で
あ
っ
て
、
条
例
で
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
対
す
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
（
議
案
第
六
十
八
号
）
新
旧
対
照
表

新

旧

（
課
税
免
除
に
係
る
申
請
）

（
課
税
免
除
に
係
る
申
請
）

第
五
条

略

第
五
条

略

２

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
五
十
二
条
第
二

項
第
四
号
の
期
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
期
間
」
と
い
う
。
）
の
直
前

の
期
間
に
係
る
県
民
税
の
均
等
割
に
つ
い
て
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

県
民
税
の
均
等
割
の
課
税
免
除
を
受
け
て
い
た
者
に
つ
い
て
、
期
間
中
に
お

い
て
収
益
事
業
を
行
っ
て
い
な
い
と
総
合
県
税
事
務
所
長
が
認
め
る
と
き
は

、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ

た
も
の
と
み
な
す
。

３
・
４

略

２
・
３

略








